
 

 

 

 

 

 

    

一人光る、皆光る、何もかも光る 
                校 長  野口 邦彦 

 
今回の表題は、私がある時、町で見かけた言葉です。何か、気になる言葉でしたので、思わずメモし

てしまいました。 
新しい学習指導要領の改訂作業が始まっています。「学習指導要領」とは学校教育の基礎となるもの

で、日本の教育の方向性を示したものです。おおよそ１０年毎に改訂されており、次期学習指導要領は
来年（２０２６年）に答申が出され、中学校では２０３１年に全面実施の予定です。（小学校は２０３
０年全面実施）その方向性については、これまでも少しずつ示されており、特に２０２１年１月に中央
教育審議会から発表された「令和の日本型学校教育」では「個別最適な学び」と「協働的な学び」両方
の実現が示されました。今回改訂される学習指導要領も、この方向性がより具現化していく方向であり、
特に、不登校、通級指導、日本語指導など様々な課題がある学校において、個の学びに応じた「柔軟な
教育課程の編成」が強調されています。詳細については、これから様々な作業部会で話し合われると思
いますが、これまで以上に「個に応じた学びの実現」が進むものと思われます。 
「個」と「集団」の問題は、決して新しい問題ではなく、いつの時代も学校教育の永遠のテーマでも

ありました。これまで「学校という場に集い、みんなで学ぶ」これが当たり前のように思われてきまし
たが、現在の学校では一人一台タブレットが実現し、世の中的にもネットで世界中の情報を誰もが入手
でき、ＳＮＳを通じて世界中の人とつながることができる。テクノロジーの進化により、社会は大きく
変化しており、それに伴い学校のハード面、ソフト面ともにどんどん変化しています。そんな時代の中
で、「学校に集い、学ぶ」意味を、今改めて問い直す時期が来ているのだと思います。 
学校という場は、様々な個性の生徒がたくさん集まり、みんなで学ぶ場です。「みんなで学ぶ場」以

上、そこには、一定のルール（約束事）があり、「集団」が存在します。でも、だからといって「個」
がないがしろにされているわけではありません。「みんなで学ぶ」ことによって、「自分」という「個」
に気づき、「個」を磨いていく。そして、互いの「個」が磨かれる中で「集団」としてもさらに高まっ
ていく。そして、それがまた「個」の育つにつながっていく。「みんなは一人のために、一人はみんな
のために」これをバランスよく学んでいく、「個か、集団か」の二者択一ではなく、「個も、集団も」と
いった両方の良さを生かしあえるのが「学校」であると思います。 
 社会の変化と共に人の価値観や考え方も多様化、複雑化してきており、これまでの学校のシステムで
は対応しきれない課題が出てきました。それらに対応するためにも、今、国としても学校の根幹となる
学習指導要領の改訂作業が行われています。今年になって、ニュースなどでも、この「学習指導要領」
の話題が報道されるようになってきました。生徒達の教育に、直接、影響してくるものであるからこそ、
私達、教師はもちろんですが、ぜひ、ご家庭でも注視していってほしいと思います。 

                                                                                                
※少し見づらいですので、文部科学省のＨＰにも掲載されていますので、そちらもご覧ください 
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＜目指す学校像＞  一人一人が輝き みんなが「育つ」学校        ＦＡＸ ０48-460-2280 

 

朝三中だより 



【１１月の行事予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行    事 給食 

1 土   

２ 日   

３ 月 文化の日  

４ 火 3 年三者面談、1，2 年教育相談 5 時間授業  〇 

５ 水 3 時授業給食後下校（教職員研修実施のため）SC 来校日  〇 

６ 木 3 年三者面談、1，2 年教育相談 5 時間授業  〇 

７ 金 3 年三者面談、1，2 年教育相談 5 時間授業  〇 

８ 土 三中校区ふれあいまつり（三中会場）県駅伝大会   

９ 日   

10 月  〇 

11 火 3 年三者面談、1，2 年教育相談 5 時間授業 木曜時間割  〇 

12 水 5 時間授業 SC 来校日 専門委員会 〇 

13 木 
3 年三者面談、1，2 年教育相談 5 時間授業  

期末テスト部活停止期間↓19 日まで 
〇 

14 金 県民の日（学校閉庁日）  

15 土   

16 日   

17 月  〇 

18 火 3 年ゲストティーチャー授業 〇 

19 水 SC 来校日 〇 

20 木 期末テスト 1日目 〇 

21 金 期末テスト 2日目 〇 

22 土   

23 日 勤労感謝の日  

24 月 振替休業日  

25 火 5 時間授業 ふれあいデー 〇 

26 水 5 時間授業 特別支援学級職業体験① SC 来校日 〇 

27 木 5 時間授業 特別支援学級職業体験② 〇 

28 金 朝会 5 時間授業 特別支援学級職業体験③   〇 

29 土   

30 日   

【１２月の主な行事予定】 
９日（火）～11日（木）3年三者面談4時間授業 

１２日（金）1，2年、特支保護者会 5時間授業 
１６日（火）生徒朝会 
１７日（水）専門委員会 
１９日（金）給食終了 
２２日（月）3時間授業 薬物乱用防止教室 
２３日（火）３時間授業  

２４日（水）終業式 3時間授業 ふれあいデー  
２５日（木）冬期休業日～1月７日まで 
２９日 （月）～1月３日（土）学校閉庁日 
 

朝 霞 三 中 生 ・ 活 躍 の 記 録 
＜令和７年度新人体育大会兼県民総合スポーツ大会朝霞地区大会＞ 

                  ☆県大会出場 

〔野球部〕 ☆優勝 
〔バドミントン部〕   
☆団  体 ☆男子第 2 位 ☆女子優勝 
☆ダブルス ☆男子 優勝 女子 2 位、3 位 
☆シングルス ☆2 年男子 優勝 ☆1 年男子 ３位 

☆2 年女子 ２位 ☆2 年女子 ３位 
  １年女子 3 位 

☆女子オープントーナメント 
       第 2 位、第 3 位 
〔男子バレーボール部〕☆優勝 
〔剣道部〕  
 女子団体戦 ☆優 勝 
 男子団体戦  第 3 位 
 女子個人戦  
☆優 勝    2 年 ☆第２位 1 年 
☆第 3 位 ２年 ☆第 3 位 1 年 
☆第 5 位  1 年 ☆第 9 位 2 年 
〔柔道部〕 
男子個人 
-50kg 級 ☆第１位 1 年男子 1 名 ☆第２位 ２年男子 1 名 
-60kg 級 ☆第２位 1 年 1 名 -81kg 級 ☆第２位 1 年 1 名 
-90kg 級 ☆第２位 2 年 1 名 
女子個人 
-48kg 級 ☆第１位 1 年 1 名 -57kg 級 ☆第１位 2 年 1 名 
（男子バスケットボール部〕ベスト４ 
【硬式テニス】女子シングルス第 2 位 1 年女子 
＜朝霞地区駅伝競走大会＞☆男子県大会出場 
男子第６位＜市１位＞3 年 4 名 2 年 1 名 1 年 1 名 
女子第７位 3 年 1 名 2 年 2 名 1 年 2 名 
 

＜令和 7 年度埼玉県新人体育大会兼県民スポーツ大会 県大会＞ 
【陸上競技部】女子総合優勝！ 
四種競技   第 1 位 2 年 １００ｍH 第２位 2 年 
１００ｍH 第５位 2 年  ２００ｍ  第５位 2 年 
円盤投   第６位 2 年女子 
１年１００ｍ  第８位 1 年 
女子４００ｍＲ 第３位 2 年 3 名 1 年 1 名 
男子４００ｍＲ 第６位 2 年 3 名 1 年 1 名 
  
＜第 59 回朝霞市民総合体育大会＞ 
【卓球部】男子シングルス 第 1 位 2 年 
     女子シングルス 第 1 位 1 年 
 
＜令和７年度朝霞班発明創意くふう展＞ 
優良賞 3 年 1 名 2 年 3 名 1 年 1 名 

 
＜朝霞支部科学教育振興展覧会＞ 
優秀賞 1 年男子 「トンネル走行中の列車内における気圧の変化について」 
優秀賞 ２年女子 「紫外線可視化実験」 
 
〈令和 7 年度朝霞市民スポーツ賞 優秀選手賞〉 
剣道 2 年女子 第 73 回埼玉県中学校総合体育大会 剣道
の部 兼 全国・関東大会予選会 女子個人戦 優勝 

【朝霞市こども家庭センターからのお知らせです。】 

●毎年１１月は「ケアラー月間」です。 

ヤングケアラーとは、一般的に大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを行っている１８歳未満の子ど

もをいいます。皆さんは、自分自身がヤングケアラーであることを自覚していない、あるいは周囲で相談できない子どもが多く

いることを知っていますか？皆さんの目で気が付いたこと、家族のこと、ご自身のことで悩んだらご相談ください。 

●毎年１１月は「児童虐待防止推進月間」です。 

「虐待かも」と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル１８９（いちはやく）にお電話ください。※１８９は２４時間対応です。 

子育ての悩みや困りごとは、ひとりで抱えず、こども家庭センターにご相談ください。  

・朝霞市こども家庭センター  ０４８－４６３－０３６４ ・朝霞市教育指導課   ０４８－４６３－２８８４ 


